
「さいたま市立病院中期経営計画」計画期間の延長について（案）

【新公立病院改革ガイドラインの状況】

・公立病院改革の推進については、「令和２年度の地方財政の見通し・予算編
成上の留意事項等について」（令和２年１月24日総務省自治財政局財政課事務
連絡）において、「令和２年夏頃を目処に「新公立病院改革ガイドライン」を
改定し、各公立病院に対して、令和３年度以降の更なる改革プランの策定を要
請することとしており、当該改革プランの策定に当たっては、厚生労働省が発
出した再検証等要請通知を受けて各地域の地域医療構想調整会議において行わ
れる議論等も踏まえること。」とされていた。

・その後、「新公立病院改革ガイドラインの取扱いについて」（令和２年10月
５日総務省自治財政局準公営企業室長通知）において、「現行ガイドラインの
改定等を含む同ガイドラインの取扱いについては、その時期も含めて改めてお
示しすることとする。」とされた。

【当院の状況】

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、通常の収支状況になっていな

いことから、今後数年間に渡る収支状況を把握することが困難な状況となって

いる。

【当院の対応】

・上記を踏まえ、令和２年度末をもって計画期間満了となる現在の「さいたま

市立病院中期経営計画」について、令和３年度末までの１年間、計画期間を延

長することとしたい。

現状と対応

【第20回さいたま市立病院経営評価委員会（令和２年９月10日開催）内での
意見】

・地域医療構想ワーキンググループや、その親委員会である医療計画の見直し
に関する検討会も今後開催される予定であり、新型コロナウイルス感染症の影
響を踏まえた議論がこれから開催される見込みであることから、計画期間の１
年延長は妥当な判断であると考える。

・新型コロナウイルス感染症拡大が続いている現状では、延長も致し方ない。
延長することにより、状況が安定してくる中で、より良い計画ができるのでは
ないかと思う。

外部委員の意見



・原則として、計画期間の延長であるため、計画の記載内容については、変更

を行わない。

・ただし、以下の項目に関しては、計画期間の延長に伴い、内容について令和

３年度分を追記する。

７．収支計画について

（１）収支計画

（２）経営指標

巻末資料

１．目指すべき方向性の実現に向けた取組

計画期間延長に伴う計画内容の見直し（案）

6月 2日 病院経営戦略会議

⇒ 計画改定の方向性について協議

9月10日 第20回さいたま市立病院経営評価委員会

⇒ 計画期間の延長について（案）

11月19日 第21回さいたま市立病院経営評価員会

⇒ 収支計画、アクションプランの改定案を提示

12月中旬 さいたま市議会保健福祉委員会

⇒ 中期経営計画の計画期間延長について報告

3月下旬 市長決裁

⇒ 中期経営計画の計画期間延長の決定

スケジュール（案）
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見直し内容（案）

（１）収支計画

（２）経営指標

【収益的収支】 （単位：百万円）

延長期間

令和元年度 令和2年度 令和3年度（案）

１. 15,489 17,705 17,941

(1) 11,430 12,987 13,152

(2) 3,340 3,587 3,551

(3) 719 1,131 1,238

２. 2,144 2,494 3,573

(A) 17,633 20,200 21,514

１. 19,255 21,324 23,767

(1) 9,348 9,629 11,407

(2) 3,984 4,222 4,342

(3) 4,299 4,547 5,014

(4) 1,549 2,880 2,919

(5) 75 46 86

２. 1,302 1,762 1,015

(B) 20,557 23,086 24,782

経 　常 　損 　益 (A)－(B)　　　 ▲ 2,924 ▲ 2,886 ▲ 3,267

※延長期間の数値は、令和3年度当初予算要求額であるため、今後の予算編成過程により変動する可能性あり。

【資本的収支】 （単位：百万円）

延長期間

令和元年度 令和2年度 令和3年度（案）

１. 14,788 1,420 1,001

２. 157 535 956

３. 40 0 0

(A) 14,985 1,955 1,958

１. 16,411 2,625 1,738

２. 192 1,048 1,877

３. 0 56 79

(B) 16,603 3,729 3,694

差　引　不　足　額 (A)－(B)　　　 1,618 1,773 1,737

１. 1,618 1,773 1,737

２. 0 0 0

1,618 1,773 1,737

企　業　債　残　高 35,635 34,078 32,538

※延長期間の数値は、令和3年度当初予算要求額であるため、今後の予算編成過程により変動する可能性あり。
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延長期間

令和元年度 令和2年度 令和3年度（案）

医療に関する経営指標
手術件数 5,280件 6,300件 調整中

救急搬送件数 6,500件 7,000件 調整中
平均在院日数 12.0日 → →

紹介率及び逆紹介率

財務に関する経営指標
医業収支比率 80.4% 83.0% 75.5%

経常収支比率 85.8% 87.5% 86.8%

職員給与費対医業収益比率 60.4% 54.4% 63.6%
材料費対医業収益比率 25.7% 23.8% 24.2%

他会計繰入金対医業収益比率 13.7% 14.7% 18.4%
一般病床利用率 75.0% 83.0% 82.3%

入院診療単価 70,181円 72,341円 72,649円

一日平均外来患者数 933人 955人 925人
外来診療単価 14,674円 15,336円 15,864円

※延長期間の数値は、令和3年度当初予算要求額に基づいた数値であるため、今後変動する可能性あり。
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または



（３）目指すべき方向性の実現に向けた取組
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延長期間

令和元年度 令和2年度 令和3年度（案）

（１）地域の基幹病院としての地域医療における中核的な役割

大項目① 公立病院として地域住民から求められる医療機能の提供

A ア 施設整備の推進 1 新病院建設事業の円滑な推進 実施 → →

A  イ 2 入院基本料の維持 維持 → →

3 平均在院日数の適正化 12.0日 → →

4 手術件数の増加 5,280件/年 6,300件/年 調整中

5 外保連試案及び特定内科診療の項目達成数 5項目 → →

A  ウ 救急医療対応の充実 6 救急搬送患者数の増加 6,500件/年 7,000件/年 調整中

B 7 がん診療連携拠点病院指定の維持 維持 → →

8 放射線治療処置件数の増加 4,470件/年 5,370件/年 →

9 化学療法実施件数の増加 5,400件/年 7,200件/年 調整中

10 内視鏡治療処置件数の増加 1,350件/年 1,900件/年 調整中

11 新生児対応機能の維持 実施 → →

12 母体搬送の積極的な受入 140件/年 → →

13 分娩対応の適正化 720件/年 → →

C カ 災害拠点病院としての体制整備 14 災害時における医療体制の充実 実施 → →

15 DMATチーム体制の充実 実施 → →

大項目② 医療の質の向上

A ア 外部組織における報告・評価 16 病院機能評価の受審 - - -

17 ISO15189の取得 維持 → →

A イ 総合的な診療体制の強化 18 チーム医療の推進 継続 → →

B 19 医療安全関連の研修会・セミナー等の開催件数 8回/年 → →

20 医療安全に関する改善取組の推進 12回/年 → →

B エ 医療情報の活用 21 クリニカルインディケーターの作成・公表・活用 実施 → →

大項目③ 利用者サービスの向上

A ア 患者満足度の向上 22 入院患者満足度の向上 90%以上 → →

23 外来患者満足度の向上 75%以上 → →

C イ 院外への情報発信 24 市民公開講座の実施 20回/年以上 → →

25 広報誌の発刊 4回/年 → →

26 ホームページアクセス件数の増加 約34千件/月 約36千件/月 →

大項目④ 病診連携の強化

A ア  地域医療支援病院の承認 27 承認に必要な基準の達成・維持 維持 → →

B イ 産科セミオープンシステムの充実 28 登録医療機関数の増加 25件 → →

29 取扱件数の増加・維持 180件以上 → →

B 30 情報交換のための医療機関訪問 実施 → →

31 医療相談対応件数の増加 2,050件/年 2,300件/年 →

32 院内職員に対する退院支援研修会の開催 3回/年 → →

（２）健全な経営基盤の確立

大項目① 業務改善に関する取組

B ア 院内情報システムの更新 33 院内情報システムの更新 更新・稼働 稼働 →

B イ SPDの導入 34 SPDの導入 実施 → →

大項目② 収益確保に向けた取組

A ア 医業収益の拡大 35 病床利用率（一般病床）の向上 75.0% 83.0% 82.3%

36 新入院患者数（一般病床）の増加 1,116人/月 1,235人/月 →

37 入院診療単価（一般病床）の向上 70,181円 72,341円 72,649円

38 外来診療単価の向上 14,674円 15,336円 15,864円

39 査定率の抑制 0.14% → →

B イ 医業未収金の削減 40 医業未収金発生率の抑制 2.18% → →

大項目③ 費用縮減に関する取組

A ア 材料費の縮減 41 材料費対医業収益比率の適正化 25.7% 23.8% 24.2%

42 後発医薬品使用数量割合の拡大 85% → →

B イ 医療機器等調達費用の縮減 43 価格及び保守内容の妥当性確認 実施 → →

C ウ ESCOによるエネルギーの省力化 44 ESCOによる光熱水費の縮減 4,000万円/年 → →

大項目④ 経営管理体制の整備

A ア 院内組織の見直し 45 組織の見直し 実施 → →

B イ 職員の経営意識の醸成 46 経営状況に関する説明会（研修会）の実施 2回 → →

大項目⑤ 職員の確保・人材育成と適正配置

A ア 必要人員の確保 47 職員の増員 972名 1,038名 →

B イ 人材の育成 48 資格取得支援・研修会や学会への参加推進 実施 → →

C ウ 働きがいのある職場づくり 49 職員満足度の向上 70%以上 80%以上 →

50 労務環境の改善 実施 → →

※延長期間の数値は、令和3年度当初予算要求額に基づいた数値であるため、今後変動する可能性あり。

目指すべき方向性
大・中項目

小項目

急性期病院としての機能強化と
充実

エ がん診療の機能強化と充実

B オ 周産期母子医療センターとして
の機能維持と強化

評価
ウエイト

目標水準・数値

ウ （仮称）地域医療支援センター
の設置に向けた機能強化

ウ 医療安全に関する取組の更な
る強化


